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状

被
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の
現
状

ふくしingふくしing
被
災
者
の
実
態
把
握
と 

情
報
分
析

本
県
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被

災
者
を
支
援
す
る
た
め
、
平
成
23
年
８
月

に
市
町
村
社
協
に
生
活
支
援
相
談
員
が
配

置
さ
れ
、
被
災
者
へ
の
個
別
訪
問
を
中
心

と
し
た
ニ
ー
ズ
把
握
や
、
地
域
で
の
支
援

活
動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
支
援
対
象
世
帯
の
見
守
り
区

分
は
、
平
成
29
年
度
ま
で
市
町
村
社
協
ご

と
独
自
の
基
準
で
判
断
さ
れ
て
お
り
、
対

象
の
標
準
化
を
図
り
よ
り
よ
い
支
援
に
つ

な
げ
る
た
め
、
平
成
30
年
１
月
に
、「
東

日
本
大
震
災
被
災
者
支
援
方
策
調
査
研
究

委
員
会
」
に
お
い
て
、
５
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

か
ら
な
る
世
帯
ア
セ
ス
メ
ン
ト
基
準
が
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、県
内
19
市
町
村
の
生
活
支
援

相
談
員
が
、こ
の
基
準
を
も
と
に
被
災
世

帯（
支
援
対
象
全
８
，０
７
８
世
帯
）の
実

態
把
握
を
行
い
、令
和
２
年
３
月
に
ア
セ
ス

メ
ン
ト
結
果
の
集
計
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

世
帯
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

集
計
結
果
か
ら
わ
か
る
こ
と

集
計
結
果
か
ら
は
、
住
民
の
抱
え
る
ス

ト
レ
ス
や
孤
独
、
新
た
な
環
境
で
の
関
係

づ
く
り
へ
の
不
安
等
、
生
活
支
援
相
談
員

が
認
識
し
た
被
災
者
の
現
状
や
様
々
な
課

題
が
見
え
て
き
ま
す
。
以
下
に
概
要
を
ご

報
告
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、「
世
帯
員
の
中
に
近
隣
住

民
と
の
関
わ
り
の
な
い
人
が
い
る
」
割
合

の
増
加
や
、
ひ
と
り
親
世
帯
で
は
他
世
帯

と
比
較
し
「
生
活
費
や
ロ
ー
ン
等
の
不
安

が
あ
る
」
と
い
う
回
答
の
割
合
が
高
い
状

況
等
が
見
ら
れ
、
今
後
重
点
的
に
相
談
対

応
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

全
て
の
カ
テ
ゴ
リ
か
ら
判
断
さ
れ
る
総

合
的
な
支
援
度
で
は
、
経
過
観
察
を
必
要

と
す
る
「
支
援
度
１
」
が
43
・
４
％
、
定

期
的
な
関
与
を
必
要
と
す
る「
支
援
度
２
」

は
25
・
8
％
、
定
期
的
に
関
与
し
他
の
支

援
機
関
と
の
情
報
共
有
を
必
要
と
す
る

「
支
援
度
３
」
は
5
・
2
％
、
多
機
関
多

職
種
で
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
「
支
援
度

４
」
は
２
・
６
％
と
な
り
、
併
せ
て
相
談

員
の
関
与
が
不
要
な
「
支
援
度
0
」
の
世

帯
も
明
確
と
な
り
ま
し
た
。

本
会
で
は
、
今
年
度
も
ア
セ
ス
メ
ン
ト

結
果
の
集
計
を
継
続
し
、
被
災
者
の
生
活

課
題
の
変
化
を
捉
え
、
適
切
な
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
被
災
者
を
含
め
た
地
域
住

民
に
よ
る
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に

向
け
、
生
活
支
援
相
談
員
活
動
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

アセスメント集計結果（一部のみ掲載）

カテゴリ：日常生活と心身の健康

カテゴリ：震災に起因するストレス

今回調査

今回調査

「ある」場合の該当人数

東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
９
年
が
経
過
し
た
現
在
、
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
者
は

１
４
６
世
帯
３
５
１
人
※
に
減
少
し
、災
害
公
営
住
宅
は
５
，７
３
４
戸
※
が
完
成
し
ま
し
た
。

住
ま
い
の
移
行
が
進
む
中
、
新
た
な
生
活
課
題
も
生
ま
れ
、
本
県
の
被
災
者
支
援
は
、
複

雑
化
す
る
生
活
課
題
を
抱
え
た
被
災
者
に
対
す
る
個
別
支
援
と
、
災
害
公
営
住
宅
な
ど
新
た

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
つ
な
が
り
の
再
構
築
を
目
指
す
地
域
支
援
へ
の
一
体
的
な
取
組
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。（
※
令
和
２
年
３
月
末
時
点　

岩
手
県
復
興
局
生
活
再
建
課
）

身体的・精神的な理由に
より引きこもりや
閉じこもりがある

n=13,353

ある   5.0％
ない 71.4％
不明 23.0％

無回答   0.5％

前回調査

気分の落ち込みや疲労感、
生活意欲の衰えがある

n=13,353

ある   9.2％
ない 54.6％
不明 35.5％

無回答   0.6％

前回調査

n=13,353

ある   6.3％
ない 47.5％
不明 45.6％

無回答   0.6％

前回調査

住環境の変化や近隣住民との新たな関係づくりについて、不安やストレスがある

無回答
9.2%

1 人
82.6%

複数
8.2%

ない
82.4%

ある
7.7%

無回答
0.4%不明

9.5%

前回に比べ「不明」が 13.5
ポイント減少し、「ある」が
2.7 ポ イ ン ト、「 な い 」 が
11.0 ポイント増加

今回調査
「ある」場合の該当人数

無回答 0.3%

1 人
78.8%

複数
12.2%

無回答
9.0%

ない
64.0%

ある
15.0%不明

20.7%

前回に比べ「不明」が 14.8
ポイント減少し、「ある」が
5.8 ポイント、「ない」が 9.4
ポイント増加

「ある」という回答は 1,213
世帯で、世帯における該当
人数は１人が約８割となっ
ている

「ある」という回答は 621 世
帯で、世帯における該当人
数は１人が約８割となって
いる

アセスメント対象世帯の基本属性

世帯構成が単身の場合の年齢
70 歳代以上は 54.2％で、単身世帯の半数以上を占め
ている。全体（8,078 世帯）の 22.8％以上が独居高
齢者である

20歳代
以下

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代
以上

無回答

3.5%3.7%

24.8%25.7%
20.8%

11.4%
6.1%

2.8%1.2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

全体の約４割が単身世帯で、
前 回 の 調 査（34.8 ％）か ら
7.4 ポイント増加している

世帯構成

複数
57.1%

単身
42.2%

無回答
0.7%

世帯構成が複数の場合の家族の種類
高 齢 者（65 歳 以 上 ）の み の 世 帯 は 24.1 ％ で、全 体

（8,078 世帯）の 13.8％となっている。左記の独居高齢
者と合わせると、全体の 36.6％以上が高齢世帯である

高齢者（65歳以上）のみ

ひとり親
（18歳未満の子がいる）

高齢者（65歳以上）の親と
その単身者の子ども

核家族
（上記以外の夫婦や親子のみ）

どれにもあてはまらない

無回答 1.4%

19.7%

29.6%

21.1%

4.1%

24.1%

0% 10% 20% 30% 40%

「ある」場合の該当人数

前回に比べ「不明」が 19.2 ポイン
ト減少し、「ある」が 2.7 ポイント、

「ない」が 16.8 ポイント増加

「ある」という回答は 726 世帯で、
世帯における該当人数は１人が
約６割、複数が２割となっている

ある
9.0%

無回答
0.3%

1 人
63.8%

無回答
15.4%

複数
20.8%

不明
26.4%

ない
64.3%

住まい

災害公営住宅が半数以上。
次いで移住再建（震災前の
居住地区とは異なる地区へ
の自宅再建）が多い

応急仮設住宅

みなし仮設住宅

災害公営住宅

修繕再建

移住再建

住宅被災無し

その他

無回答 1.4%

6.6%

6.0%

18.3%

6.4%

54.3%

3.1%

7.8%

0% 20% 40% 60%

n=621n=8,078n=1,213n=8,078

n=8,078 n=726

※ nは調査対象数

アセスメントとは
対象者の情報を収集し、現状を客観的に分析・評
価すること。
ここでは、生活支援相談員による訪問継続の根拠
を明確にするため、被災者支援で着目すべき点を
整理したものを世帯アセスメント基準と定めた。
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